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長期優良住宅等電子申請 操作方法 

（令和 8年３月時点） 

 

① 申請 

やまがた e 申請（山形県電子申請サービス）を利用して、申請及び手数料の納付を行

います。 

○2回目以降に入力が省略できるので、利用者登録を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申請先のURL から、申請手続きに進

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「同意する」を押してください。 

 

○○＠○○ 
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○申請区分を選択してください。 

 

 

○申請種別を選択してください。計画変更

の場合は認定番号を記入してください。 

※計画変更を電子申請で提出できるのは、

当初認定を電子申請で行ったものに限りま

す。 

 

○申請者（代理の場合は代理者）の情報を入

力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○上記申請者（代理者）と申請者名が異なる

場合は入力してください。 

 

 

 

 

 

 

○「ファイルの選択」を押していただき申請

図書をアップロードしてください。 

○「確認へ進む」を押してください。 

○○＠○○ 

○○＠○○ 
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○「申込内容に誤りがないか

確認していただき、誤りがな

ければ「申込む」を押してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申込が完了すると、左記の

ような表示になります。 

また、申請者にメールが届き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○＠○○ ○○＠○○ 
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② 手数料納付 

審査者側で申請種別や手数料額に誤りがないことを確認すると、申請者あてに手数料

納付依頼のメールが届きます。 

 

 

○マイページより、申込一覧

を確認します。 

申込一覧に申請物件が表示さ

れますので、「詳細」を押して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手数料を電子納付するため、

「お支払いされる方はこちら」

を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

○決済方法を選択し、「同意す

る」を押してください。 

その後、「支払へ進む」を押し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

クレジットカードの場合は、

このような表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払い完了後、受付します。 

※手数料納付が休日または開庁時間外の場合は、翌開庁日を受付日となります。 
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③ 補正図書提出 

申請図書について指摘事項がある場合、審査者から申請者にメールで補正依頼が届き

ます。内容を確認し、補正図書をメールで提出します。 

④ 認定通知書・副本ダウンロード 

審査完了後、認定通知書及び副本がやまがた e申請上で返信文書としてアップロード

されます。認定通知書等がアップロードされると申請者にメールが届きます。 

申請者はやまがた e申請から認定通知書等をダウンロードして保存してください。 

処理状況が処理中（返信未）の場合、審査中の状態です。 

処理状況が処理中（返信済）となっていることを確認し、「詳細」を押してくださ

い。 
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返信添付ファイルを押していただくと、ダウンロードができます。ダウンロードして

保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返信添付ファイルをダウンロードしていただくと、処理状況が完了に変わります。 

以上で、手続きは完了です。 

 

 

 


